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１．本調査の概要 

１－１ 調査の先導的ポイント 

 ①沖縄県内の市町村による PFI 導入可能性調査 

・本調査は、沖縄県の地方市町村における初めての先導的官民連携支援事業の

支援を受けた PFI 導入可能性調査であり、うるま市としても初の試みであっ

た。 
・初の試みでもあり、民間企業の意向調査はより慎重に実施した。具体的には、

市場調査の前に実施した「プレヒアリング」により、民間意向を概要的に把

握したうえで市場調査（第一次）のアンケート設問を設計した。 
・市場調査（第二次）では、市場調査（第一次）で参画意向があった企業に対

し、より具体的な事業提案を求めた。 
・また、市場調査（第二次）では、PPP 事業の実績を有する企業の経験を踏ま

えた行政への要望を確認した。結果、行政の取組姿勢（法的課題解決に向け

た取り組み、密なコミュニケーション）との意見があった。 

 ②地域の金融機関との連携 

・対象企業の選定に当たっては、広く公募ではなく、PPP 事業の実績を有する

県外企業と PPP 事業の実績もしくは PPP 事業に関心が高い地元企業の抽出

を行い、地元と県外企業の認識の差を浮き彫りにして、望ましい事業体につ

いて整理を行った。 
・しかし、沖縄県では、PFI をはじめとする PPP 事業の実績が少なく、地元

民間企業の意向把握の方法が課題として挙げられた。 
・本調査では、沖縄県の金融機関と連携し、金融機関の立場から PPP 事業に

興味がありそうな企業を抽出してもらうことで、上記課題を解決した。 
・受託企業と金融機関が秘密保持契約を締結し、地元企業の情報を共有したこ

とは、他の導入可能性検討にはない先導的な取り組みであったといえる。 

③公園整備のみならず周辺地域の活性化に寄与するモデル 

・当該公園は地区公園であり、本来圏域は公園周辺が対象となるが、うるま市

のマスタープランにおける複合中心拠点に位置している。 
・うるま市においては、本事業以外でも体育館のＰＦＩ検討業務、勝連城跡周

辺整備事業における公民連携手法導入可能性についても検討していること

に加え、市場調査の民間企業の意見として、複数の施設を包括的に管理する

こと（エリアマネジメントの発想）が示された。 
・上記のことを踏まえ、対象を公園のみに限定せず、対象圏域を拡大し、周辺

地域への地域還元モデルを事業スキームに組み込んだモデル（あり方）を整

理した。 
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１－２ 調査の目的 

本調査では、本事業を担う民間事業者が、自らの資金調達によって飲食施設

等の設計・建設・維持管理・運営を一体的に行うとともに、パークゴルフ場の

整備から運営を民間事業者が担い、その利益で整備運営費用の一部を賄い、本

公園及び周辺地域に賑わいと回遊性を創出することを想定している。 

 
 

１－３ 自治体の概要 

自治体の概要は以下の通りである。 
表 1-1 自治体の概要 

項目 概要 

位置 うるま市沖縄本島中部の東海岸に位置し、那覇市から北東に約

25km の距離にある 

人口 平成 31 年 1 月時点で約 12.4 万人 
（内、外国人は約 1,000 人） 

高齢化率 平成 27 年時点で約 19% 
（平成 27 年時点の全国の高齢化率は 27.3%） 

面積 沖縄県内で 6 番目の市域を有する。 

環境 ・有人無人の 8 つの島が市内に存在し、そのうち平安座島は本

島と海中道路で接続している。 
・本市の中央には標高 204m の石川岳や天願川がある。 
・市域には米軍専用施設・区域が 7 か所ある。 

その他 本市は平成 17 年 4 月 1 日に旧具志川市、旧石川市、旧勝連町、

旧与那城町の 4 市町が合併したまちである。 
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１－４ 事業発案に至った経緯・課題 

 ①自治体が抱えている課題 

うるま市では各地域の魅力を活かしてアピール力のある魅力的な都市をつく

ることが大きな課題とされている。 
ヌーリ川公園を含む周辺地区も、「うるま市都市計画マスタープラン」におい

て、市役所本庁舎等の主要な公共施設と再開発地区を中心とする商業施設や業

務施設等の施設が複合的に集積した「複合中心拠点」として位置づけられてい

る一方、中心市街地の空洞化が進行し、商業地としての活力の低下が課題とな

っている。 

 
②上位計画との関連性 

（１）「第２次うるま市総合計画」（計画期間：平成 29 年度～平成 33 年度） 

「第２次うるま市総合計画」の中では、前期基本計画の６つの基本目標のう

ち、基本目標４「自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり」にて述べら

れている公園整備についての考え方は以下の通りである。 
表 1-2 「第２次うるま市総合計画」の関連項目 

項目 概要 

１人当たりの公

園面積の増加 
市内の都市公園の面積は都市計画区域人口一人あたり 8.66 
㎡／人と向上したが、県全体の平均値（10.76 ㎡／人）を

未だ下回っている。この現状に対し、本市では目標指標と

して一人当たりの公園面積：8.66 ㎡（平成 27 年度）⇒10.88
㎡（平成 33 年度）を掲げ、公園整備を進める。 

市民ニーズを踏

まえた公園整備 
公園の整備については、災害時の一時避難所としての機能

の確保や公共施設・飲食店等の民間施設との併設型の公園

整備など、多くの市民が集うことができる公園整備のあり

方について検討する。 

公園施設の長寿

命化 
公園施設長寿命化計画に基づき遊具などの公園施設の改修

等を進める。 
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（２）「うるま市都市マスタープラン」（平成 21 年度策定） 
「うるま市都市マスタープラン」（平成 21 年度策定）の中では、都市公園に

ついて以下のことが述べられている。 
表 1-3 「うるま市都市マスタープラン」の関連項目 

項目 概要 

避難所機能 ・本市の全ての都市公園や体育館及び公民館を避難所とし

て指定 

都市公園の整備

推進 
・現在の県全体の平均値を下回っている 
・今後は、市全体の公園緑地の配置バランスを勘案しなが

ら都市公園を整備推進することが課題 

緑の維持・保全 ・都市公園や市街地のまとまった緑の空間、集落の伝統的

な生垣、歴史文化資産と一体となった緑など、市民に身

近なさまざまな緑を維持・保全し、緑豊かな住環境を創

出 

運動しやすい環

境づくり 
・公園の整備に当たっては「健康うるま 21」計画における

健康寿命の延伸の実現のため、運動しやすい環境づくり

を推進 

 
また、ヌーリ川公園周辺については、以下の通り位置づけられている。 

・主要な公共施設と安慶名再開発地区を中心とする商業施設や業務施設等の

施設が複合的に集積し、多様な都市的活動や交流が行われる活力と賑わい

の中心拠点として、複合中心拠点に位置付けられている。 
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（３）「みどりの基本計画」（平成 21 年度策定） 

「みどりの基本計画」の中では、都市公園の整備方針として、以下のことが

述べられている。 
表 1-4 「みどりの基本計画」の関連項目 

項目 概要 

周辺環境との調

和 
・自然環境や生態系等の保全、景観への配慮等、周辺環境

との調和 

安全性の確保 ・ユニバーサルデザインや防犯機能への配慮等、公園利用

者の安全性の確保 

利便性・快適性の

向上 
・ベンチ等の休養施設や緑陰創出等、公園の利便性・快適

性の向上 

市民ニーズを踏

まえた公園整備 
・健康づくりや学習の場等、市民ニーズに応えた多様な機

能の構築 

市民参加 ・公園づくりワークショップ等、公園整備の計画における

市民参加 

 
また、ヌーリ川公園周辺については、以下の通り位置づけられている。 

将来像：みどりに満ちあふれた 人と水が響きあうまち 
・地域内に予定されている港原海浜公園やヌーリ川公園等の整備を推進する 

 
（４）「健康うるま 21」後期計画（平成 29 年度策定） 

「健康うるま 21」の中では、公園に関する記述として、以下のことが述べ

られている。 
表 1-5 「健康うるま 21」の関連項目 

項目 概要 

遊べる場の確保 ・子供のころからの遊び・運動の習慣化 
⇒安心安全に散歩できる環境・近所の公園で遊べる場の確

保 

運動する場の確

保 
・日常的に体を動かす、運動の習慣化を支えていけるよう、

健康づくりへの支援という視点に立った歩道・公園等の

整備に努める 
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③自治体課題への対策としてこれまで実施している施策や調査等 

（１）安慶名地区土地区画整理事業・住宅地区改良事業 

（平成 15 年度～平成 32 年度） 

都市計画マスタープランに定める複合中心拠点内にあり、うるま市役所とヌ

ーリ川公園の中間に位置する安慶名地区の再生を目指し土地区画整理事業及

び住宅改良事業を進めている。 
安慶名地区土地区画整理事業及び住宅改良事業の概要は以下の通りである。 

表 1-6 安慶名地区土地区画整理事業及び住宅改良事業の概要 

項目 概要 

地区の概要 ・安慶名地区は、戦後米軍により土地・家屋が強制的に接
収され、行き場を失った人々が住み着き、無秩序な市街
地が形成されるとともに、中心市街地として発展してき
た面積が約 57ha の地区。 

・活況を呈していた頃の人口は約 8,000 人いたが、現在で
は隣接する新市街地みどり町の形成とともに商店街が衰
退し、道路も狭いうえに住環境の悪化の著しい地区とな
り、人口も約 3,800 人まで減少している。 

検討経緯 ・平成 11 年度に策定した「旧具志川市中心市街地活性化基
本計画」において「重点区域」として設定し、そのうち、
安慶名地区 16.2ha の区域については、基本的な事業メニ
ューを土地区画整理事業と住宅地区改良事業として合併
施行を実施。 

・平成 16 年度には「まちづくり交付金」に係る地区整備計
画を作成し、翌平成 17 年度から導入。 

土地区画整理事

業の特徴 

・賑わいの中心は、沖縄石川線沿道とする。 
・公園については、「生活密着型の公園として、地区内に４

カ所に分散配置」する。 
・歩行者が地区内をくまなく移動しやすいように、変化を
持たせた「緑豊かなスージグゥワー」、つまり、「遊歩道」
を多く配置計画する。 

・都市の緑のネットワーク形成及び歩行者の安全性の向上
を図るために、区画街路の幅員を６ｍから８ｍ、９ｍに
変更する。 

住宅改良事業の

特徴 

・構想当初では、高層集合住宅であったが、５階建の中層
に変更。 

・うるま市の都市形成の中心的建築となるよう、都市型の
建築形態として「囲い型」の建築意匠をイメージする。 

・計画地に隣接して街区公園が整備されることから、計画
地内を街区公園まで歩いて楽しめるプロムナードおよび
広場を設けた団地とする。 

・沖縄石川線に沿って総合福祉センターと一体化した街角
広場を設け、うるま市具志川まつりや「安慶名昇天青龍
の舞」等の多様なイベントに活用を図る。 
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図 1-1  安慶名地区（沖縄県具志川市）整備方針概要図 
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（２）ヌーリ川公園整備検討（平成 22 年度～） 

本市の一人当たりの公園面積の増加、緑の維持・保全等を目的としてヌーリ

川公園が整備されてきた。 

 

【検討経緯】 
昭和 43 年 10 月 都市計画決定（面積：5.8ha） 琉球政府時代 
平成 22 年７月 基本設計着手 
平成 23 年４月 事業認可（面積：4.6ha） 
平成 28 年４月 第１回都市計画区域変更（面積：6.2ha） 
平成 28 年７月 第１回事業認可変更（面積：6.2ha） 
平成 30 年１月 第２回都市計画区域変更（連絡通路追加） 
平成 30 年５月 第２回事業認可変更（連絡通路追加） 

 
琉球政府時代に都市計画決定された公園のうち規模の大きい公園が整備中

であったことから、市の財政事情等から着手できない状況にあった。完了後の

平成 22 年度から基本設計に着手し、平成 28 年度には利便性向上及び中心市街

地との一体的な活用が図れるよう区域の拡大と中央部に都市計画道路を配置

した。 
また、平成 29 年度には、維持管理面、防災面、利用者の利便性の観点から、

南北公園ゾーン間に連絡通路を追加し、平成 34 年度内での供用を目標に進め

ていくことを想定し、手続きを進めている。 
このため、平成 30 年度には民活導入可能性調査を実施し、事業の方向性を

確認することとしている。 
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④当該事業の発案経緯 

当該事業を発案するに至った経緯は、大きく２つに整理される。 
一つ目は、整備費増大に伴う行政負担の軽減である。数度の事業計画変更に

伴い、当初想定より整備費が増大し従来の公設公営では事業自体が困難になっ

たため、民間活力を活用し行政負担の軽減を図る。 
また、平成 29 年度に制度化された Park-PFI 制度により、公園整備による

民間参画の可能性が高まったことも大きな要因である。 
二つ目は、複合中心拠点の賑わい創出へ民間ノウハウを活用することである。

従来の公設公営（管理委託含む）では、公園の枠を超えた地域活性化が難しく

地域一体となった公園管理には民間ノウハウやアイディアが必要であると判

断した。 

 
⑤当該事業の必要性 

うるま市の課題である“各地域の魅力を活かしてアピール力のある魅力的な

都市をつくること”、及びヌーリ川公園を含む周辺地区の課題である“中心市街

地の空洞化進行による商業地としての活力の低下”を踏まえ、うるま市中心地

に位置する本公園にて民間活力を導入し、継続性のある多様な事業展開や余剰

利益の地域還元によって、公園及び周辺地域に賑わいと回遊性を創出し、地域

全体の活性化につなげていく必要がある。 
また、民間活力による行政負担の軽減が図らなければ事業自体の進捗が難し

く、結果として市の課題である地域活力の向上が図られない。そのため、本調

査を通じて、公園の整備事業段階から民間活力導入の可能性を調査し、公園施

設に民間事業者の意見を適宜反映させることが重要である。 
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１－５ 検討体制の整備 

①庁内の検討体制  

うるま市では、市全域で PPP/PFI を推進するため、「PFI 推進検討委員会」

と「PFI 推進検討幹事会」を組織した。委員会、幹事会の下部組織として全庁

横断体制の「ヌーリ川公園 PFI 導入検討プロジェクトチーム」を組織し、全庁

一丸となった検討体制を構築している。 

 
図 1-2  PFI 庁内推進体制図（案） 

出典：うるま市資料 
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②民間の関係者との協力体制 

沖縄県は本土とは陸続きになっておらず、事業推進に当たっては地元企業と

連携した体制構築が不可欠であるといえる。しかし、県内地場企業は PFI をは

じめとする PPP 事業の実績を有している企業が少なく、地元民間企業の意向把

握の方法が課題として挙げられた。 
上記の課題を解決するため、本調査では、沖縄県の金融機関と連携し、金融

機関の立場から PPP 事業に興味がありそうな企業の抽出を依頼した。また、受

託企業と金融機関が秘密保持契約を締結することで、情報管理にも万全の体制

を構築した。 

 


